
知
恩
院

「
二
十
七
世
」
燈
誉
上
人
管
見

ー

特
に
紫
衣
被
着
に
関
し
て
i

中

井

真

孝

は

じ

め

に

中
世
の
知
恩
院
は
、
浄
土
宗
の
総
本
山
と
し
て
宗
派

の
頂
点
に
立

つ
今
日
の
当
院
か
ら
は
と
う
て
い
想
像
も
つ
か
な
い
ほ
ど
寥

々
た
る

存

在
で
あ

っ
て
、

一
宗

の
門
葉
こ
ぞ

っ
て
景
仰
す
る
宗
祖
の
御
廟
所
た
る
性
格
を

一
歩
も
出
な
か

っ
た
。
知
恩
院
が
朝
廷
の
権
威
と
幕
府

の
権
力
を
背
景
に
浄
土
宗

の
総
本
山
た
る
寺
格
を
確
立
す
る
道
程
は
、
決
し
て
平
担
な
道
で
は
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

い
ま
述
べ
よ
う

と
す
る

「
二
十
七
世
」
燈
誉
上
人
は
い
わ
ゆ
る

一
日
住
職
で
あ
り
、
こ
れ
は
知
恩
院
の
発
展
史
に
取
ら
れ
た
極
め
て
ま
れ
な
措
置
と
い
わ

ざ

る
を
え
な
い
。
従
来
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
か

っ
た
史
実
を
紹
介
し
て
み
よ
う
。

一

今
岡

・
伊
藤
両
氏

の
論
争

さ
て
、

『華
頂
要
略
』
門
主
伝
二
十
三
に
、

当
院
住
持
職
事
、
任
当
住
附
与
之
旨
、
専
興
隆
、
応
先
例
、
可
被
着
紫
衣
之
由
、

青
蓮
院

二
品
親
王
御
気
色
所
候
也
、
仍
執
達
如
件
、

知
恩
院

「
二
十
七
世
」
燈
誉
上
人
管
見

四
五



四
六

天
文
十
三
年
正
月
廿
五
日

法
橋
判
奉

知
恩
院
燈
誉
上
人
御
坊

と

い
う
尊
鎮
法
親
王
令
旨
を
収
載
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、

『華
頂
誌
要
』
な
ど
現
行
の
知
恩
院
世
代
に
は

「燈
誉
」
な
る
人
物
は
見
当

た
ら
ず
、
天
文
十
三
年
は
第

二
十
七
世
徳
誉
光
然
の
在
任
期
間

(享
禄
之
初
～
天
文
二
十
三
年
)
に
あ

っ
て
、
齟
齬
を
き
た
す
。

『
華
頂

要
略
』
に
は
こ
の
令
旨
の
後
に
、

右
令
旨
事
、
先
規
文
言
相
定
之
処
、
今
度
自
知
恩
院
案
文
到
来
之
間
、
其
分

二
調
遣
之
、
異
先
例
之
条
、
雖
為
思
案
、
懇
望
候
条
、

不
及
是
非
者
也
、

と
付
記
し
て
い
る
。
令
旨
の
文
言
は
先
例
に
異
な
る
が
、
知
恩
院
の
懇
望
で
是
非
な
く
案
文

の
ま
ま
に
出
し
た
と
い
い
、
問
題
は
複
雑
に

な

っ
て
く
る
。
こ
の
燈
誉
を
知
恩
院
歴
代
に
入
れ
る
べ
き
か
ど
う
か
に
関
し
て
、
大
正
四
、
五
年

の
こ
ろ
、
今
岡
達
音

(松
庵
)
氏
と
伊

藤
祐
晃
氏

の
間
で
論
争
が
あ

っ
た
。
今
岡
氏
は
、

此
令
旨
は
、
知
恩
院
末
の

一
僧
を
遇
す
る
に
、
知
恩
院
の

一
日
住
持
格
を
以
て
し
、
紫
衣
を
被
着
し
、
興
隆
を
専
ら
に
せ
し
む
る
者

に
し
て
、
違
例
特
色

の
令
旨
な
り
。
拝
受
者
燈
誉
の
功
績
に
、
出
色
無
比
な
る
者
あ
り
し
を
知
る
べ
し
。

　

と
、
燈
誉
を
歴
代
に
入
れ
な
い

「
一
日
住
持
格
」
説
を
提
起
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
伊
藤
氏
は
、

知
恩
院
世
代
中
第
廿
七
世
燈
誉
上
人

の
事
を
、
知
恩
院
の

一
日
住
持
格
を
以
て
し
云
々
と
謂
は
れ
た
が
、
青
蓮
院
文
書
の
異
先
例
之

条
、
雖
為
思
案
云
々
の
文
を
以
て
直

に
一
日
住
持
格
と
断
定
す
る
事
は
恐
く
は
早
急
で
は
な
い
歟
。

　

と

反

論

し

た
。

そ

こ

で
、

今

岡

氏

は
、

　
て
マ
　

一
日
住
持
格
の
所
見
如
何
と
の
御
詰
問
で
あ
る
が
、

「当
住
附
与

の
旨
に
任
て
」
と
あ
り
、

「是
違
先
例
之
条
」
と
あ
る
か
ら
、
知

恩
院
の
当
住
が
、
当
住
外
の
燈
誉
に
、
何
等
か
の
特
権
を
附
与
し
、
粟
田
門
主
の
允
可
を
得
ん
と
申
請
せ
る
を
知
る
べ
し
。
而
し
て

「是
れ
先
例
に
違
ふ
」
と
あ
る
か
ら
、
特
出
の
違
例
と
見
る
べ
し
で
あ
る
。
故

に
僕
は
、
之
を

一
日
住
持
格

と
看
做
す
次
第
で
あ
る
。



　

と
応
答
し
て
い
る
。
論
点
は
、
尊
鎮
法
親
王
令
旨
の

「先
例
に
異
な
る
」
と
い
う
語
句
を
ど
う
理
解
す
る
か
に
係
り
、
そ
れ
ぞ
れ
自
説
強

化

の
史
料
紹
介
と
相
手

へ
の
論
駁
が
続
く
。

伊
藤
氏
は
、

「先
例
に
異
な
る
」
を
、
こ
れ
ま
で
の
令
旨
は

『華
頂
要
略
』
中
に
も
あ
る
と
お
り
、
住
持
職
と
か
紫
衣
被
着
と
か
再
建

と

か
の
許
可
状
で
、
い
つ
も
別
々
に
青
蓮
院
門
主
よ
り
た
ま
わ
る
慣
例
で
あ
る
の
に
、
今
回
は
じ
め
て
住
持
職
と
紫
衣
被
着
の
許
可
が
同

時

に
な
さ
れ
た
と
解
し
た
上
で
、

『
浄
土
略
名
目
図
』
の
、

夫
名
目
図
者
、
去
永
正
着
雍
執
徐
雖
鏤
梓
、
遭
世
乱
離
灰
燼
、
爰
先
師
肇
誉
上
人
鴃
三
十
三
回
之
忌
辰
而
、
為
報
恩
攸
重
刊
已
矣
、

遺
弟
比
丘
洛
陽
東
山
知
恩
第
十
七
世
主
翁
燈
誉
八
十

一
載
書
、

于
時
天
文
二
十

一
年
壬
子
南
呂
望
目

と
あ
る
刊
記
を
も

っ
て
、
燈
誉
は
天
文
十
三
年
か
ら
少
な
く
と
も
同
二
十

一
年
ま
で
知
恩
院
第
二
十
七
世
と
し
て
住
職

の
地
位
に
あ

っ
た

　

と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
伊
藤
氏
の
あ
げ
た
反
証
は
有
力
で
、

『
浄
土
略
名
目
図
』
の
刊
記
に
明
記
す
る

「知
恩
第

十
七
世
」
燈
誉

の
存

在
は
無
視
し
が
た
く
、
後
述
の
よ
う
に
知
恩
院
の
世
代
は
第
三
十
世
満
誉
尊
照
あ
た
り
ま
で

一
代

の
ず
れ
が
古
記
録

に
徴
せ
ら
れ
る
と
こ

ろ
か
ら
、
伊
藤
説
は
今
岡
説
よ
り
幾
分
か
正
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

そ
こ
で
、
今
岡
氏
は
燈
誉
ゆ
か
り
の
和
泉
の
諸
寺

へ
照
会
し
、
佐
野
の
上
善
寺
所
蔵
の
、

態
令
啓
候
、
抑
鼻
祖
大
師
三
百
三
十
三
回
忌
当
日
之
唱
導
御
執
行
候
事
、
冥
感
之
至
候
哉
、
就
其
紫
衣
着
用
之
仮
執

奏
之
処
、
無

別
儀
領

勅
許
、
被
遂
参

内
、
剰
以
当
院
住
持
職
之
儀
、
被
表
入
院
儀
式
事
、
前
代
未
聞
規
模
、
末
世
亦
不
可
有
比
類
候
歟
、
仍

而
硯
一
面
端
塔

同
覊

鞴

韈
王
議

候

万
端
時
今
法
然
寺
申
含
候
条

不
能
委
悉
候

恐
懼
謹
言

仲
春
念
九

徳
誉

旭
蓮
社
燈
誉
上
人

侍
者
御
中

知
恩
院

「
二
十
七
世
」
燈
誉
上
人
管
見

四
七



四
八

と

い
う
書
状
を
引
き
、
燈
誉
が
法
然
上
人
三
百
三
十
三
回
忌
に
あ
た
り
、
紫
衣
を
被
着
し
て
当
日
唱
導
師
を
勤
め
、
参
内
を
遂
げ
、
知
恩

院
住
持
職
の
入
院
儀
式
を
行
な

っ
て
、
帰
国
の
後

に
徳
誉
か
ら
慰
問

の
書
状
を
寄
せ
ら
れ
た
の
は
、
燈
誉
の
唱
導
が

一
日
住
持
格
た
る
こ

　

と
を
証
す
る
も
の
だ
と
論
じ
た
。

両
氏
の
論
争
は
、
じ

つ
は
寛
文
元
年
に
百
万
遍
知
恩
寺
が
焼
失
し
、
寺
町
か
ら
現
在
地

へ
移
転
し
た
こ
と
に
関
し
て
、
そ
の
原
因
が
知

恩
寺
の
失
火
か
、
禁
裏
か
ら
の
類
焼
か
を
め
ぐ

っ
て
起
き
た
論
争
か
ら
派
生
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
燈
誉
に
つ
い
て
い
え
ぽ
、
今
岡
説
は

上
善
寺
蔵
の
徳
誉
書
状
を
、
伊
藤
説
は
天
文
二
十

一
年
版

『
浄
土
略
名
目
図
』
の
刊
記
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
動
か
し
が

た
い
根
拠
と
し
た
立

論
だ
け
に
、

一
種
の
水
掛
け
論
で
あ

っ
た
よ
う
で
、
ど
う
決
着
し
た
か
は
寡
聞
に
し
て
知
ら
な
い
。
昭
和
十
二
年
刊
行

の

『知
恩
院
史
』

　

に
は
燈
誉
の
こ
と
に
何
ら
言
及
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
昭
和
十
六
年
刊
行
の
藤
本
了
泰
編

『
浄
土
宗
大
年
表
』
は
、
天
文
十
三
年
条
に

は
燈
誉
に
関
す
る
記
事
が
な
く
、
同
二
十

一
年
条
に
は

「
八
月
十
五
日

知
恩
院

(廿
七
世
)
燈
誉
、
了
誉
撰
浄
土
略
名
目
図
を
板
行
す

(長
野
市
寛
慶
寺
同
本
識
語
)」
と
記
し
て
い
る
。

二

燈
誉
の
千
部
経
執
行

知
恩
院

「
二
十
七
世
」
燈
誉
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
宗
内
外
の
二
、
三
の
史
料
を
加
え
て
み
ょ
う
。

元
禄
九
年

の

「浄
土

宗
寺
院
由
緒
書
」⑦

に
よ
る
と
、
泉
州
南
郡
春
木
村
の
西
福
寺
は

「重
蓮
社
燈
誉
上
人
然
公
大
和
尚
」
が
天
文
年
中
に
今
の
地
に
引
移
し
た

も

の
で
、
燈
誉
に
関
し
て
、

燈
誉
上
人
之
事
、
於
泉
州
之
中
多
寺
被
致
造
営
候
、
所
謂
堺
旭
蓮
社

.
春
木
西
福
寺

.
同
末
寺
大
沢
転
法
輪
寺
、
此
三
箇
寺
者
燈
誉

上
人
中
興
造
営
、
佐
野
村
上
善
寺

・
阿
間
河
村
極
楽
寺
、
此
ニ
ケ
寺
燈
誉
上
人
開
基

二
而
御
座
候
、

(中
略
)

燈
誉
上
人
泉
州
弘
通

之
後
、
摂
州
太
田
村
与
申
所

二
至
、
安
養
寺
開
基
、
即
於
其
地
永
禄

二
己
未
年
二
月
晦
日
、

行
年
八
十
八
歳
而
遷
化
之
由
申
伝
候
、

と
特
筆
し
、
た
だ
遷
化
と
行
年
は
、
摂
州
河
辺
郡
筌
野
村
の
安
養
寺
で
は

「開
山
重
蓮
社
燈
誉
上
人
主
翁
和
尚
、
生
国
三
州
、
遷
化
永
禄



庚
申
天
五
月
晦
日
、

行
年
八
十
九
歳
L
と
し
、
泉
州
日
根
郡
佐
野
村
の
上
善
寺
で
は

「開
山
重
蓮
社
燈
誉
良
然
上
人
」
の
遷
化
は

「弘
治

二
年
二
月
晦
日
、
寿
八
十
五
歳
」
と
し
、
泉
州
南
郡
阿
間
河
谷
の
極
楽
寺
で
は
遷
化
を

「永
禄

二
己
未
年
二
月
晦
目
」
と
す
る
も
、

「或

弘
治
二
年
丙
辰
化
」

の
異
説
を
注
記
し
て
い
る
。
天
文
年
聞
に
堺
の
旭
蓮
社
、
春
木
の
西
福
寺
、
大
沢
の
転
法
輪
寺
を
中
興
し
、
佐
野
の

上
善
寺
、
阿
間
河

の
極
楽
寺
を
開
基
し
、
筌
野
の
安
養
寺
に
隠
退
し
た
燈
誉
は
、
重
蓮
社

・
主
翁

・
良
然

(
も
し
く

は
然
公
)
と
も
号
し

た
が
、
そ
の
遷
化
は
弘
治
二
年
八
十
五
歳
、
永
禄
二
年
八
十
八
歳
、
同
三
年
八
十
九
歳
の
三
説
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。
遷
化
年
次

の
確
定

は
困
難
で
あ
る
が
、
そ
の
主
翁
な
る
法
号
と
年
齢
と
は
天
文
二
十

一
年
版

『
浄
土
略
名
目
図
』
の
刊
記
に
吻
合
す
る
か
ら
、
同

一
人
物
と

み
な
し
て
差
し
支
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
問
題
は
、
こ
の
燈
誉
が
天
文
十
三
年
正
月
二
十
五
日
の
時
点
で
尊
鎮
法
親
王
令
旨
に
い
う

「知
恩
院
燈
誉
上
人
」
に
該
当
す
る
か

ど
う
か
で
あ
る
。

『
後
奈
良
天
皇
宸
記
』
の
天
文
十
三
年
正
月
二
十
八
日
条
に
、

知
恩
院
当
住
参
、
対
面
、
湯
瓶
一
対
、
檀
紙
代
百
疋
、

進
上
、
堺
者
也
、
著
紫
衣
、
此
事
言
語
道
断
曲
事
、
不
為
対
面
之
由
、
内
々
覚

悟
之
処
、
先
皇
御
免
之
由
申
而
、
当
住

マ
テ
両
代
著
之
、
其
前
者

一
代
不
著
、
然
者

一
向
旁
以
新
儀
也
、
雖
然
先
年
此
等
事
、
以
外

之
有
子
細
者
先
堪
忍
事
也
、
追
而
可
為
思
案
也
、

と
あ
る
。
参
内
し
て
後
奈
良
天
皇
に
拝
謁
し
た

「知
恩
院
当
住
」
-が
堺

の
も
の
だ
と
い
う
か
ら
、
燈
誉
を
指
す
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

し

か
し
、
同
じ
日
の

『
御
湯
殿
日
記
』
の
記
事
に
、

ち
お
ん
院
御
れ
い
申
さ
る
x
、
こ
の
た
ひ
千
ふ
の
き
や
う
に
つ
き
て
、

一
日
ち
う
ち
も
ち
た
る
ち
や
う
ろ
う

つ
れ
て
ま
い
ら
る
玉
、

御
た
い
め
ん
あ
り
、
す
玉
の
物

一
つ
い
、
ひ
き
十
て
う
、
御
か
う
は
こ
の
代
百
疋
ま
い
る
、

と
見
え
る
。
燈
誉
の
こ
と
を

「千
部
の
経
に
つ
き
て

一
日
住
持
も
ち
た
る
長
老
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
こ
の
燈
誉
を
天
皇
の
も

と

へ

「連
れ
て
参
」

っ
た
の
は
誰
か
。
仲
春
念
九
の
日
付
で

「旭
蓮
社
燈
誉
上
人
」
に
宛
て
て
書
状

(前
掲
)
を

つ
か
わ
し
た
徳
誉
に
他

な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち

「
知
恩
院
燈
誉
上
人
」
が

一
日
住
職
で
あ

っ
た
こ
と
は
否
定
す
べ
く
も
な
い
の
で
あ
る
。
そ

し
て
千
部
の
経
と
は
、

知
恩
院

「
二
十
七
世
」
燈
誉
上
人
管
見

四
九



五
〇

『
石
山
本
願
寺
日
記
』

の
天
文
十
二
年
十
二
月
四
日
条
に
、
.

、
従
知
恩
院
就
誕
生
、
、以
書
状
有
音
信
也
、
使
法
然
寺
也
、
法
然
上
人
三
百
卅
三
回
相
当
、
来
正
月
之
間
十
昼
夜
、
浄
土
千
部
経
執
行

之
間
、
可
預
奉
加
之
由
被
申
之
、

と
あ
り
、
宗
祖
法
然
上
人
の
三
百
三
十
三
回
忌
に
執
行
し
た

「浄
土
千
部
経
」
の
こ
と
で
あ

つ
た
。

以
上
に
よ

っ
て
判
明
し
た
と
こ
ろ
は
、
天
文
十
三
年
正
月
、
知
恩
院
は
法
然
上
人
三
百
三
十
三
回
忌
に
当
た
り
十

日
間
の
浄
土
千
部
経

を
執
行
し
た
こ
と
、
そ
の
結
願

(御
忌
の
当
日
)

の
導
師
を
つ
と
め
た
燈
誉
は
知
恩
院
の

一
日
住
職
と
な

っ
て
紫
衣
を
被
着
し
た
こ
と
で

あ

る
。
と
こ
ろ
が
、

一
日
住
職
と
い
え
ど
も
、
燈
誉
は
天
文
二
十

一
年
八
月
、
先
師
肇
誉
三
十
三
回
忌
報
恩
の
た
め

『
浄
土
略
名
目
図
』

を
重
刊
し
た
際
に

「洛
陽
知
恩
第
十
七
世
」
と
記
し
、
み
ず
か
ら
知
恩
院
二
十
七
世
を
称
し
て
い
る
。
こ
れ
も
ま
た
抹
消
で
き
な
い
事
実

で
あ
る
。

三

知

恩
院

の
世
代

前
述
し
た
よ
う
に
、
知
恩
院
の
現
行
世
代
で
は
二
十
七
世
は
徳
誉
光
然
で
あ
る
。
こ
の
矛
盾
を
ど
う
解
く
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
い

っ
た

い
知
恩
院
の
世
代
は
、
江
戸
初
期
の
満
誉
尊
照
の
時
代
に
整
え
ら
れ
た
ら
し
く
、
古
記
録
や
古
文
書
に
よ
る
と
、
少

な
く
と
も
二
十
二
世

　

周
誉
珠
琳
か
ら
二
十
八
世
浩
誉
聡
補
ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ

一
代
ず

つ
若
く
し
た
世
代
で
あ

っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
現

行

二
十

二
世

の
周
誉
珠
琳
は
、
知
恩
院
御
影
堂
の
法
然
上
人
像
修
復
銘
に

「文
明
十
六
甲
辰
年
三
月
目

于
時
住
持
当
院
十

一
代
棟
蓮
社

周
誉

(
花
押
)
「

新
知
恩
院
蔵
の
奎

版

遲

択
集
』
奥
書
に

「于
時
長
享
三
配
稔
六
月
廿
五
旦

東
山
大
谷
知
恩
院
童

代
住
持
周
誉

(
花
押
)
」
な
ど
と
明
記
す
る
ご
と
く
、
実
際
は
二
十

一
世
で
あ

っ
た
。

つ
ぎ
の
現
行
二
十
三
世
の
勢
誉
愚
底
は
、

大
樹
寺
蔵

の
勢
誉
上

人
画
像
の
題
楚

「知
恩
二
+
二
代

成
道
大
翻

山

勢
誉
上
人
真
影

永
正
+
三
彌
年
四
月
+

百

」
と
あ
役

こ
れ
ま
た
実
の
と

こ
ろ
二
十
ご
世
で
あ

っ
た
。



と
こ
ろ
で
、
百
万
遍
知
恩
寺
蔵
の

『
授
菩
薩
戒
儀
則
』
は
、
奥
書
に

「于
時
明
応
九
庚
申
稔
霜
月
十
三
日

東
山
大
谷
知
恩
院
十

一
代

住
持
棟
蓮
社
周
誉

(花
押
)
」
と
あ

っ
て
、
周
誉
自
筆
に
か
か
る
も
の
だ
が
、
「依
伝
誉
所
望
加
裏
書
了
、
知
恩
院
廿

二
代
住
持
真
誉

(花

押
)
」
と
い
う
裏
書
を
も
つ
。

こ
の
裏
書
は
明
応
九
年
よ
り
少
し
時
代
が
降
り
た
こ
ろ
に
加
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
「知
恩
院
廿
二
代
」

を
称
す
る
こ
の
真
誉
は
、
現
行
世
代
に
は
見
え
な
い
が
、
知
恩
院
蔵
の
法
然
上
人
画
像

の
裏
書
に

「右
此
御
影
者
隆
信
卿
筆
、
知
恩
院
十

三
代
住
持
助
阿
上
人
多
年
安
置
御
影
也
、
然
今
日
周
誉
上
人
令
相
伝
者
也
、

以
表
倍
衣
修
復
之
序
記
之
処
也
、

真
誉

(
花
押
)
」
と
も
あ

る
の
で
、
周
誉
の
後
を

つ
い
で
知
恩
院
の
二
十
二
世
と
な

っ
た
可
能
性
は
な
く
も
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
二
十
二
世

は
前
記
し
た
勢
誉
と

真
誉

の
二
人
が
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
。

i

伊
藤
祐
晃
氏
は
、
第
九
代
に
舜
昌
法
印
を
加
え
、
そ
れ
以
後
を

一
代
ず

つ
繰
り
下
げ
て
、
現
行
世
代
の
ご
と
く
調
整
し
た
際
に
、
こ
の

⑨

真
誉
を
勢
誉
と
差
し
換
え
た
と
考
え
た
。
だ
が
勢
誉
が
知
恩
院
住
職
で
あ

っ
た
こ
と
は
、
前
記
の
画
像
題
賛
以
外
に
も
、

知
恩
院
住
持
職
事
、
任
当
住
附
与
之
旨
、
可
令
存
知
給
者
、
依

青
蓮
院
准
三
宮
御
気
色
、
執
達
如
件
、

永
正
元
年
八
月
廿
七
日

法
眼
御
在
判
奉

謹
呈

勢
誉
上
人
御
坊

　

と

い
う
尊
応
法
親
王
令
旨
を
た
ま
わ
り
、
ま
た
知
恩
院
を
辞
す
る
に
当

っ
て
、
そ
の
後
任
に
洛
中
の
報
恩
寺
慶
誉
を
懇
請
し
た
永
正
七
年

⑪

五
月
六
日
付
の

「知
恩
院
勢
誉
」
書
状
が
あ
る
の
で
、
勢
誉

の
知
恩
院
二
十
二
世
は
確
実
で
あ
る
。
そ
し
て
、
勢
誉

の
後
は
結
局
、
肇
誉

訓
公
が
継
い
だ
。
こ
の
肇
誉
は
現
行
二
十
四
世
と
な

っ
て
い
る
が
、

知
恩
院
勢
至
堂
旧
鐘
銘
に
は

「永
正
十
四
丁
丑
年
十
月
二
十
九
目

当
院
二
十
三
代
肇
巻
呈
凹之
」
と
あ

っ
た
か
ら
、
二
十
三
世
が
正
し
い
。

こ
う
し
て
現
行
世
代
と

一
代
の
ず
れ
は
あ
る
も
の
の
、

二
十

一
世
周
誉
珠
琳
-

二
十
二
世
勢
誉
愚
底
i

二
十

三
世
肇
誉
訓
公
と
次

第
す
る
世
代
譜
は
、
確
実
な
史
料
に
徴
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
ん
な
中
で
、

「知
恩
院
廿
二
代
」
を
称
す
る
真
誉

の
在
存
は
、
ど
う
理

知
恩
院

「
二
十
七
世
」
燈
誉
上
人
管
見

五
一



五
二

解
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
知
恩
寺
蔵

『
授
菩
薩
戒
儀
則
』
の
裏
書
が
贋
作

・
誤
記
で
な
い
か
ぎ
り
、
何
か
の
事
情
で
歴
代
か
ら
除
外
さ
れ
た

る
住
職
と
み
な
ざ
る
を
得
な
い
。
同
様
な
こ
と
が
燈
誉
に
も
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

法
然
寺

の
徳
誉
光
然
が
知
恩
院
に
入

っ
た
の
は
、
享
禄
二
年
六
月
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
徳
誉
は
、
享
禄
三
年
卯
月
十
四
日
に
あ
げ
た

知
恩
院
勢
至
堂
の
棟
札
に

「当
院
住
持
二
十
六
代
浩
蓮
社
徳
誉
上
人
大
和
尚
」
と
書
き
、
二
十
六
世
で
あ

っ
た
。
し
た
が

っ
て
、
本
稿

の

冒
頭
に
引

い
た

「当
院
住
持
職
事
、任
当
住
附
与
之
旨
」
云
々
と
い
う
青
蓮
院
尊
鎮
法
親
王
令
旨
を
た
ま
わ
り
、
知
恩
院
の
住
持
職
を
継

い

だ
燈
誉
が

二
十
七
世
を
称
す
る
の
は
、
あ
る
い
は
当
然
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
実
際
の
と
こ
ろ
燈
誉
は

「
一
日
住
持
」
で
あ

　

っ
た
か
ら
、
徳
誉

の
後
を
つ
い
で
天
文
二
十
三
年
九
月
に
知
恩
院
住
持
と
な

っ
た
浩
誉
聡
補
が
、

満
誉
尊
照
の
戒
脈

に

「天
正
十
四
丙
戌

仲
春
廿
九
日
縁
会

本
山
知
恩
院
十
七
代
伝
灯
叟
浩
誉

(花
押
)
」
と
署
名
し
、

明
ら
か
に
燈
誉
の

一
代
を
認
め
て

い
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
文
禄
四
年
十
月
に
浩
誉

の
附
与
を
う
け
た
満
誉
は
二
十
八
世
た
る
べ
く
、
大
和
国
十
市
郡
香
久
山
の
法
然
寺
が

「浄
土
宗
寺
院
由

緒
書
」
に

「開
山
知
恩
院
廿
五
世
嘆
蓮
社
保
誉
上
人
也
、

(中
略
)
御
本
山
廿
八
世
満
誉
僧
正
法
然
寺
御
書
御
下
被
遊
、
則
御
直
末
保
誉

上
人
御
開
基
之
趣
、
当
寺
七
代
安
誉
玄
秀
仰
被
下
候
、
御
書
在
之
、
以
上
」
と
書
き
上
げ
て
い
る
の
は
、
古
記
に
よ

っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
確
認
し
た
二
十
六
世
徳
誉
光
然
-

二
十
七
世
浩
誉
聡
補
ー

二
十
八
世
満
誉
尊
照
と
次
第
す
る
世
代
譜
の
中
で
は
、

「知
恩

第
廿
七
世
」
を
称
す
る
燈
誉

の
存
在
を
認
め
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
満
誉
が
慶
長
十
八
年
九
月
二
十
五
日
に
あ
げ
た
知
恩
院
御
廟
の
棟
札

に

「当
院
廿
九
代
満
誉
」
と
記
す
の
は
、
み
ず
か
ら
知
恩
院

の
世
代
を
調
整
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、

お
そ
ら
く
第
九
代
に

舜
昌
法
印
を
加
え
、
そ
れ
以
後
を

一
代
ず

つ
繰
り
下
げ
た
た
め
で
あ

っ
て
、
決
し
て

「
二
十
二
世
」
真
誉
も
し
く
は

「
二
十
七
世
」
燈
誉

を
正
式
な
歴
代
に
加
え
て
の

一
代
繰
り
下
げ

で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
周
誉
-

勢
誉
ー

肇
誉
ー

超
誉
-

保
誉
-

徳
誉
-

浩

誉
ー

満
誉
と
次
第
す
る
世
代
譜

(伽
藍
譜
)

は
、
満
誉
以
前

の
当
時
す
で
に
確
定
し
て
お
り
、
こ
の
中
に
真
誉
や
燈
誉
を
差
し
込
む
こ

と

を
肯
ん
じ
え
な
い
特
殊
な
事
情
が
潜
ん
で
い
た
こ
と
を
予
想
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。

そ
の
特
殊
な
事
情
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
真
誉
に
つ
い
て
は
別
に
考
え
る
と
し
て
、
燈
誉

の
場
合
は
、
①
天
文
十

三
年
正
月
に
法
然
上



入

三
百
三
十
三
回
忌

の
浄
土
千
部
経
を
執
行
、
②
そ
の
導
師
燈
誉
は
知
恩
院
住
持
職
お
よ
び
紫
衣
被
着
の
青
蓮
院
宮
令
旨
を
た
ま
わ
る
が
、

③
燈
誉
は

一
日
住
職
に
し
て

一
代
に
は
非
ず
と
み
な
す
知
恩
院
側
の
主
張
、
の
三
点
は
事
実
と
し
て
見
る
と
、
そ
こ
に
隠
さ
れ
た
事
情
を

探

る
こ
と
は
可
能
だ
と
思
わ
れ
る
。
キ
ー

・
ワ
ー
ド
は

「紫
衣
」
で
あ
る
。

四

知

恩

院

の
紫
衣

『華
頂
要
略
』
所
収
の
天
文
十
三
年
正
月
二
十
五
日
付
令
旨
に
立
ち
帰
ろ
う
。
知
恩
院
住
職

の
任
命

は
、
た
と
え
ぽ
前
引
し
た
ご
と
く⑮

勢
誉
愚
底
が
青
蓮
院
宮
尊
応
法
親
王
の
令
旨

(永
正
元
年
八
月
二
十
七
日
付
)
を
奉
じ
た
場
合
と
、
超
誉
存
牛
が
後

土
御
門
天
皇

の
綸
旨

(永
正
十
七
年
十

一
月
十
五
日
付
)
を
奉
じ
た
場
合
と
の
両
様
が
あ

っ
た
。

こ
れ
は
満
誉
の
時
ま
で
そ
う
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ

と
に
満
誉
は
、

勅
願
所
知
恩
院
住
持
職
之
事
、
任
浩
誉
上
人
附
与
之
旨
、
被

勅
請
訖
、
着
紫
衣
令
参

内
、
宜
奉
祈

、宝
祚

延
長
者
、
依

天
気
、
執
達
如
件
、

文
禄
四
年
十
月
廿
二
日

右
大
弁

(花
押
)

満
誉
上
人
御
坊

　

と

い
う
後
陽
成
天
皇
綸
旨
に
併
せ
て
、

知
恩
院
住
持
職
之
事
、
可
令
存
知
給
之
旨
、
青
蓮
院
宮
二
品
親
王
御
気
色
所
候
也
、
執
達
如
件
、

文
禄
四
年
十

一
月
七
日

法
眼
経
孝

謹
上

満
誉
上
人
御
坊

⑰

と

い
う
尊
朝
法
親
王
令
旨
を
も
賜

っ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
の
意
味
は
と
も
か
く
、
問
題

の
天
文
十
三
年
の
令
旨
に
つ
い
て
は
、
勢
誉
や
満

誉

の
そ
れ
と
比
較
し
て
も
、
書
式
に
何
ら
疑
義
は
な
い
。
そ
れ
を
先
例
に
異
な
る
令
旨
だ
と

『華
頂
要
略
』
が
付
記
す
る
の
は
、

「可
被

知
恩
院

「
二
十
七
世
」
燈
誉
上
人
管
見

五
三



五
四

着
紫
衣
之
由
L
と
い
う
文
言
に
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
で
は
、

い
っ
た
い
知
恩
院
住
持

の
紫
衣
被
着
は
何
時
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
江
戸
時
代
の
編
修
に
か
か
る

『
総
本
山
知
恩
院
旧
記
採

要

録
』
は
超
誉

の
代
、
大
永
三
年
に
紫
衣
を
勅
許
さ
れ
た
と
伝
え
る
が
、
残
念
な
が
ら
確
証
は
な
い
。
現
存
す
る
古
文
書
で
は
文
禄
四
年

の
後
陽
成
天
皇
綸
旨
に

「着
紫
衣
令
参

内
、
宜
奉
祈

宝
祚
延
長
」
と
あ
る
の
が
最
も
早
い
例
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
よ
り
少
し
さ
か
の

⑱

ぼ

っ
て

一
代
前

の
浩
誉
聡
補

の
と
き
、
初
め
て
紫
衣
が
勅
許
に
な

っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
時
代
、
宗
内
で
本
山

の
地
位
を
ひ
と
あ
し

先

に
固
め
て
い
た
百
万
遍
知
恩
寺

の
場
合
、
天
文
十
三
年
四
月
二
日
、
岌
翁
が
後
奈
良
天
皇
よ
り
紫
衣
被
着
の
綸
旨
を
た
ま
わ

っ
て
お
り
、

　

天
文
二
十
二
年
六
月

二
十
五
日
、
岌
長
が

い
わ
ゆ
る
紫
衣
の
永
宣
旨
を
頂
戴
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
紫
衣
勅
許
に
か
ぎ
り
、
知
恩
院
は
百

万
遍
の
後
塵
を
拝
し
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
知
恩
院
で
は
ど
う
も
勅
許
を
得
ず
に
紫
衣
を
着
て
い
た
節
が
あ
る
。

『
後
奈
良
天
皇
宸
記
』
天
文
四
年

五
月

一
日
条
に
、

-

智
恵
光
院

当
住

知
恩
院
紫
衣
事
、
青
蓮
院

へ
高
倉
三
位
使
度

々
不
審
之
由
尋
之
、
青
蓮
院

ヘ
ハ
彼
寺
肇
誉
、
超
誉
、
1
誉
、
ト
ウ
誉
著
之
云
々
、

と
あ
る
。

「
ト
ウ
誉
」
は
当
住
と
傍
注
が
あ
る
の
で

「
ト
ク
誉
」

の
誤
り
と
考
え
ら
れ
る
が
、
要
す
る
に
天
皇
は
、

「知
恩
院
紫
衣
」
の

こ
と
で
、
高
倉
三
位
を
青
蓮
院
に
何
度
も
つ
か
わ
し
、

「
不
審
」
な
点
を
尋
ね
ら
れ
た
が
、
知
恩
院
か
ら
は
肇
誉

・
超
誉

・
保
誉

・
徳
誉

と

四
代
続
い
て
紫
衣
を
着
て
き
た
と
青
蓮
院

へ
返
答
し
た
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
が
正
規
の
勅
許
を
う
け
た
も

の
で
な
か

っ
た
こ
と

は
、
天
文
十
三
年
正
月
二
十
八
日
条

(前
引
)

で
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
日
、
天
皇
は
法
然
上
人
三
百
三
十
三
回
忌
に
浄
土
千
部
経
の
導
師
を
つ
と
め
た
燈
誉
と
対
面
さ
れ
た
こ
と
を
記
し
た
後
に
、
燈
誉

が
紫
衣
を
着
て
い
る
の
は

コ
言
語
道
断
曲
事
L
で
あ
る
か
ら
、
内
心
で
は
対
面
し
な
い
で
お
こ
う
と
思

っ
て
い
た
と

こ
ろ
、
知
恩
院
側
が

「先
皇
御
免
之
由
」
を
申
し
て
当
住
ま
で
紫
衣
を
着
て
き
た
の
は

「新
儀
」

の
こ
と
だ
が
、
子
細
も
あ
ろ
う
か
ら
、
ま
ず
は

「堪
忍
」
し
、

追

っ
て
思
案
し
た
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
天
文
十
三
年

に
至
る
ま
で
、
知
恩
院

の
紫
衣
に
関
し
て
ー

こ
れ
を
青
蓮
院

宮
が
容
認
し
て
い
た
と
し
て
も
、
勅
許
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
随
分
と
疑
わ
し
か

っ
た
様
子
が
窺
わ
れ
る
。
な
ぜ
知
恩
院
は
、
い
わ
ば

モ



グ

リ
で
紫
衣
を
着
る
必
要
が
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
よ
り
先
の
大
永
三
年
、
宗
侶
が
た
ま
わ
る
香
衣
や
上
人
号
の
出
世
綸
旨
を
朝
廷
に
取
り
次
ぐ
権
限
を
め
ぐ

っ
て
、
知
恩
院
と
百
万

遍

の
間
で
、

「浄
土

一
宗
の
本
寺
」
争

い
が
起
き
た
。
青
蓮
院
の
尊
鎮
法
親
王
は
知
恩
院
を
本
寺
と
す
る
こ
と
を
奏
請
さ
れ
た
が
認
め
ら

れ
ず
、
知
恩
寺
を
も

っ
て
本
寺
た
る
べ
き
と
の
宣
下
で
あ

っ
た
か
ら
、
法
親
王
は
門
跡
を
辞
し
て
高
野
山

へ
隠
遁
さ
れ
た
。
事
態
収
拾
の

　

た
め
、
山
門
は
衆
議
し
て
法
親
王
の
還
御
を
奏
上
し
、

つ
い
に
浄
土
の
本
寺
は
知
恩
院
を
も

っ
て
定
め
る
旨
の
宣
下
を
見
て
、
知
恩
院
の

　

一
宗
の
本
寺
た
る
格
式
が
確
立
し
た
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
知
恩
院
側
に
立
つ

一
方
的
な
見
解

に
過
ぎ
ず
、
百
万

遍

の
本
寺
た
る
地
位
が
否
定
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
実
際
は
未
解
決
の
ま
ま
沙
汰
止
み
と
怨

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
知
恩
院
と
百
万
遍
の
上

ゆ

下
争
い
は
な
お
続
き
、
室
町
幕
府
は
お
お
む
ね
百
万
遍

の
上
位
を
認
め
て
い
る
。

こ
う
い
っ
た
抗
争
を
念
頭
に
置
き
、
憶
測
を
た
く
ま
し
ぐ
す
れ
ば
、
宗
祖
の
御
忌
な
ど
の
大
法
要
の
場
に
て
紫
衣
を
被
着
す
る
こ
と
で
、

知
恩
院
も
百
万
遍
も
互
い
に
寺
格
の
優
越
を
誇
示
し
よ
う
と
意
図
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、

紫
衣
被
着
に
は

「勅
許
」
が
要
る
。
既
述

の
と
お
り
、
百
万
遍
は
天
文
十
三
年
の
四
月
に
紫
衣
の
綸
旨
を
た
ま
わ

っ
て
お
り
、
こ
れ
が

一
朝

一
夕
に
成
る

は
ず
は
な
く
、
お
そ
ら
く
前
年
か
ら
猛
烈
な
運
動
を
展
開
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。

知
恩
院
側
は
、
百
万
遍
の
動
き
を
察
知
し
、
こ
れ
に
対
抗
す
る
た
め
、
紫
衣
被
着
の
公
然
化
を
画
策
し
た
と
思
わ
れ
る
。
天
文
十
三
年

が
法
然
上
人
の
遷
化
さ
れ
た
建
暦
二
年
か
ら
数
え
て
三
百
三
十
三
年
目
に
相
当
す
る
好
機
を
と
ら
え
、
真
宗
の
本
願
寺
に
ま
で
奉
加
を
求

め

て
、
大
々
的
に
浄
土
千
部
経
を
執
行
し
、
も

っ
て
世
間
の
耳
目
を
集
め
、
そ
の
法
会
の
導
師
に
は
、
先
皇

.
後
柏
原
天
皇
の
信
任
が
厚

く
、
し
か
も
和
泉
地
方
で
教
化
の
実
績
が
豊
富
な
燈
誉
を
登
用
し
た
の
で
あ
惹
。
こ
の
際
、
知
恩
院
現
住
の
徳
誉
は
、
後
柏
原
天
皇
の
燈

誉

に
対
す
る
殊
憑
を
強
調
し
、
青
蓮
院
の
尊
鎮
法
親
王
に
、
千
部
経
導
師

の
燈
誉
は

一
日
だ
け
の
住
職
で
あ
る
か
ら
、
仮
に
紫
衣
を
着
惹

こ
ど
を
認
め
て
ほ
し
い
と
働
き
か
け
、
そ
の
令
旨
を
奉
じ
て
、
知
恩
院

の
住
職
は
す
な
わ
ち
紫
衣
を
被
着
す
る
と
い
う

一
種
0
既
成
事
実

を
造
る
と
こ
ろ
に
、
知
恩
院
側
の
企
み
が
あ

っ
た
も
の
と
推
測
し
た
い
の
で
あ
る
。
後
奈
良
天
皇
が

「言
語
道
断
曲
事
」
と
不
快
感
を
露

知
恩
院

「
二
十
七
世
」
燈
誉
上
人
管
見

五
五



五
六

に
し
て
お
ら
れ
る
の
は
、
も

っ
と
も
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。

法
要
が
済
ん
で
和
泉

へ
帰
り
、
再
び
教
化
活
動
に
挺
身
し
た
燈
誉
は
、

そ
う

い
う
徳
誉
の
目
論
見
を
知

っ
て
か
知
ら
ず
か
、

令
旨
に

.
「知
恩
院
住
持
職
事
、
任
当
住
附
与
之
旨
」
云
々
の
文
言
が
あ

っ
た
の
で
、
二
十
六
世
徳
誉
の
後
を
つ
い
だ
住
職
と
意
識
し
て
、
自
ら
二

十
七
世
を
称
し
た
と
し
て
も
、
誤
り
で
も
な
く
、
不
遜
で
も
な
い
。
ま
た
、
燈
誉
を
担
ぎ
上
げ
、
青
蓮
院
に
懇
望
し
て
、
あ
く
ま
で
紫
衣

に
拘
泥
し
た
知
恩
院
の
態
度
は
決
し
て
褒
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
当
時
の
知
恩
院
の
苦
渋
に
満
ち
た
発
展
史
を
思
う
と
き
、
ま
さ

に
止
む
に
止
ま
れ
ぬ
方
途
で
あ

っ
て
、
誰
が
非
難
で
き
よ
う
か
。

お

わ

り

に

⑳

そ
も
そ
も
知
恩
院
は
、
天
正
三
年
の
い
わ
ゆ
る

「毀
破
綸
旨
」
で
初
め
て

「当
院
之
事
、
為
浄
土

一
宗
之
本
寺
之
旨
」
が
承
認
さ
れ
、

そ

の
地
位
を
不
動
の
も
の
と
し
、
慶
長

・
元
和
年
間
に
中
興
と
仰
が
れ
る
満
誉
尊
照
の
代
に
、
徳
川
家
の
香
華
寺
院
と
な

っ
て
、
飛
躍
的

㊧

⑳

に
発
展
す
る
。
寺
領
の
増
加
、
宮
門
跡
の
創
設
、
大
伽
藍
の
造
営
に
代
表
さ
れ
る
。

つ
い
で
寛
永
四
年
七
月
の

「諸
宗
出
世
法
度
」
に
お

い
て
、
知
恩
院
だ
け
が
宗
侶
の
出
世
綸
旨
の
執
奏
権
を
独
占
す
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
、
綸
旨
執
奏
の
権
限
を
め
ぐ
る
長
年

の
対
抗
は
無
く

な
り
、

「浄
土

一
宗
の
本
寺
」

の
地
位
は
、
最
終
的
に
は
知
恩
院
だ
け
と
な

っ
た
。
こ
の
法
度
で
、
か
つ
て
知
恩
院

に
先
ん
じ
て
本
寺

の

地
位
を
確
立
し
て
い
た
百
万
遍
や
浄
華
院
、
そ
し
て
浄
華
院
の
羈
絆
を
脱
し
て
本
寺
格
を
得
た
ぼ
か
り
の
黒
谷
は
、
綸
旨
執
奏

の
資
格
を

失

い
、
知
恩
院
よ
り

一
段
低
い

「小
本
寺
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
知
恩
院
は

「総
本
山
」
を
標
榜
す
る
に
至
る
が
、

こ
こ
へ
の
道
は
遠
か

っ
た
。

本
稿
で
取
り
上
げ
た
燈
誉

の
よ
う
な

コ

日
住
持
L
は
、
宗
祖
以
来
の
浩
瀚
な
知
恩
院
史
の
中
で
、
わ
ず
か

一
頁

に
も
な
ら
な
い
事
件

で
あ

っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
ま

っ
た
く
特
異
な
ヶ
ー
ス
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
臨
済
宗
の
五
山
な
ど
で
は

一
夜
住
持

あ
る
い
は
三
日
住
職

と

い

っ
た
事
例
が
し
ば
し
ば
存
す
る
。
こ
れ
は
、

「居
成
」

「坐
公
文
」
の
ご
と
き
名
目
的
な
も
の
で
は
な
く
、
在
住
が

一
日

一
夜
と
は



⑳

い
え
、
晋
山
の
儀
礼
を
と
る
正
規
の
住
職

で
、
通
常
は
歴
代
に
数
え
る
。

一
日
な
い
し
三
日
の
短
命
住
職
が
出
現
す

る
の
は
、
本
人
の
栄

誉
と
寺
門
経
営
に
メ
リ
ッ
ト
が
あ

っ
た
か
ら
だ
と
い
う
。
知
恩
院

「
二
十
七
世
」
燈
誉
は
、
浄
土
宗
で
は
極
め
て
異
例
な
、
世
代
譜
に
入

れ
ら
れ
な
い

一
日
住
職
で
は
あ

っ
た
と
し
て
も
、

こ
れ
を
黙
殺
す
る
こ
と
な
く
認
め
、
そ
の
役
割
を
正
当
に
評
価
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。

註①

松
庵

「
皇
室

と
浄
土
宗
」

『
宗
教
界
』
十

一
巻
十

一
号
。

②

伊
藤
祐
晃

「今
岡
松
庵
君

に
質
す
」

『
宗
教
界
』
十

一
巻
十

二
号
。

③

松
庵

「
伊
藤
氏

へ
」

『
宗
教
界
』
十

一
巻
十

二
号
。

④

伊
藤
祐
晃

「
再
び
今
岡
達
音
君
に
質
す
」

『
中
外

日
報
』
大
正
五
年

一
月
、

『
浄

土
宗
史

の
研
究
』
所
収
)
。

⑤

松
庵

「
再
び
伊
藤
氏

へ
」

『宗
教
界
L
十

二
巻

二
号
。

⑥

『
知
恩
院
史
』
第

四
篇

「年
表
」

の
原
稿
と
推
測
さ
れ

る
林
龍
淵
洞

「
知
恩
院
年
表
」

(
昭
和
十
年

五
月

五
日
稿
、
仏
教
大
学
蔵
、
井
川
定

慶
氏
寄
贈
)

の
天
文
十

三
年
条

に
、

「
正
月

二
十
五
日
燈
誉
七
十
三
歳

知
恩
院
住
持

ノ
1jiII
録
粟

田
門
主
伝

ニ
ア
リ
且
ツ
同
院
什
浄
土
略
名
目
古

版

二
其

ノ
証

ア

ル
モ
世
代

に
入

レ
ザ
ル
歟
」
と
記
し
、
同

二
十

一
年

条

に
、

「
知
恩
院
古
版
浄
土
略
名
目
跋

日
此
年

八
月
十
五
日
知
恩
院
昔
七

世
燈
誉
八
十

一
載
開
板

ト
ス
」

と
あ
る
。

し
か
し
、

い
ず
れ
も

『
知
恩

院
史
』

の

「年
表
」

に
採
用
さ
れ
て

い
な
い
。

⑦

『
増
上
寺
史
料
集
』
第

五
～
七
巻

、

『
続
浄
土
宗
全
書
』
第
十
八

・

十
九
巻

の

「蓮

門
精
舎

旧
詞
」
と
同
系
本
。

⑧

浅
井
法
順

「反
故
袋

〔十
、
知
恩
院
世
代
留
説
考
〕
」
『
宗
教
界
』
十

二
巻
十
号
。
以

下
、
知
恩
院
世
代

に
関
す

る
史
料
は
主
と

し
て
本
論

文

に
ょ
る
。

知
恩
院

「二
十
七
世
」
燈
誉
上
人
管
見

⑨

前
掲
注
④
伊
藤
論
文
。

⑩

玉
山
成
元
編

『
大
極
寺
文
書
』
。

⑪

「
報
恩
寺
文
書
」
水
野
恭

一
郎

・
中
井
真
孝
編

『京
都
浄
土
宗
寺
院

文
書
』
所
収

。

⑫

『
実
隆
公
記
』
享
禄

二
年
六
月
二
十
七

日
条

に

「法
然
寺
移
住
知
恩

寺
之
由
称
之
来
臨

、
茶
携
之
相
謁
之
謝
遣
了
」
と
あ
る
。
享
禄

二
年

の

前
後
、
知
恩
寺

の
住
職

は
伝
誉
慶
秀

で
あ

る

か

ら
、

「知
恩
寺
」

は

「
知
恩
院
」

の
誤
り
と
考
え
ら
れ
る
。

『
実
隆
公
記
』
享
禄
四
年
後

五

月
七

日
条

に

「安
楽
光
院
来
臨

、
御
受
戒
口
口
云
々
、
法
然
寺

融
騰
撒
恩

参
内
読
申
絵
伝
云
々
、

比
興

々
々
」

と
あ

り
、

永

正
十
七
年
十

一
月
二

十

日
付

の
超
誉
上
人
招
待
状

(
「
知
恩
院
文
書
」

宝
泉
院
上
誉
等
招
請

状
、
前
掲

『京
都
浄
土
宗
寺
院
文
書
』
所
収
)

に
署

名
す

る

「
法
然
寺

徳
誉
」
が
知
恩
院

へ
晋
董
し
た

の
で
あ

る
。

⑬

『
厳
助
往
年
記
』
天
文

二
十
三
年
九
月
条

に

「
同
日
知
恩
院
住
持
仁

九
蓮
社
被
任
之
云
々
、
十

一
月
三
日
入
院
云

々
」
、
『御
湯
殿
上

日
記
』

天
文

二
十
三
年

十

一
月

六
日
条

に

「
そ
う

ほ
ち
お
ん
院

へ
し
ゆ
ゑ
ん

に

て
、
御
れ

い
に
ま

い
ら
る
N
、
御

た
い
め
ん
あ
り
、
十
て
う

の
代
ま

い

る
」
と
あ
る
。

⑭

「
知
恩
院
文
書
」
文
禄

四
年
十
月
二
十

二
日
付
後

陽
成
天
皇
綸
旨
、

前
掲

『
京
都
浄

土
宗
寺
院
文
書
』
所
収
。五

七



五
八

⑮

「
信
光
明
寺
文
書
」

『
新
編

岡
崎
市
史

史
料

古
代
中
世
』
所

収
。

⑯

「
知
恩
院
文
書
」
前
掲

『
京
都
浄

土
宗
寺
院
文
書
』
所
収
。

⑰

『
華
頂
要
略
』
門

主
伝

二
十
四
。

⑱

『
御
湯
殿
上
日
記
』
天
文

二
十
三
年
十
月

八
日
条

に

「そ
う

ほ
か
う

ゑ

の
事
申
さ

る
二
、
ち
よ

つ
き
よ
あ
り
て
、
御
れ

い
に
ま

い
ら
る
瓦
、

御

た
い
め
ん
あ
り
、
十
て
う
、
御

こ
う
は
こ
の
代
四
百
疋

ま
い
る
」
と

あ
り
、
浩
誉
聡
補

は
入
院
当
初

は
香
衣
で
あ

っ
た
。
し
た
が

っ
て
紫
衣

の
勅
許

は
正
親
町
天
皇

の
時
と
思
わ
れ
る
。

⑲

「知
恩
寺
文
書
」
前
掲

『
京
都
浄

土
宗
寺
院
文
書
』
所
収
。

⑳

『
知
恩
院
史
』
四
八
～

五
〇
頁
。

⑳

た
と
え
ぽ
玉
山
成
元

「
室
町
時
代

に
お
け
る
宮
中

の
浄

土
教
」
浄
土

教
思
想
研
究
会

『浄

土
教
1
そ

の
伝
統
と
創
造
1
』
所
収

。

⑫

「知
恩
寺
文
書
凵

の
天
文
十
九
年

六
月

一
一
目
付
蔭
涼
軒
光
治
書
状
、

同
年

八
月

二
十

二
日
付
室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
、
永
禄

八
年

六
月

十
七

日
付
蔭
涼
軒
景
俊
書
状
な
ど
。
前
掲

『
京
都
浄

土
宗
寺
院
文
書
』

所
収
。

(⑳

燈
誉

の
詠
ん
だ
和
歌

を
後
柏
原
天
皇
が
叡
覧

に
な
り
、
合
点

を
付
け

ら
れ
た
巻
物
が
堺

の
旭
蓮
社
や
春
木

の
西
福
寺

に
所
蔵

さ
れ
て
い
る
。

⑳

「知
恩
院
文
書
」
天

正
三
年
九
月
二
十

五
日
付

正
親

町
天
皇
綸
旨
、

同
女
房
奉
書
、
前
掲

『
京
都
浄
土
宗
寺
院
文
書
』
所
収

。

㊧

拙
稿

「
中
世
後
期

・
近
世
初
頭

の
知
恩
院
と
京
都
門
中
」

『
仏
教
文

化
研
究
』

一
九
号
。

⑳

『
本
光
国
師
日
記
』

三
十
七
、
寛
永

四
年
七
月
十
九
日
条
。

⑳

花
園
大
学

の
竹
貫
元
勝
氏

の
御
教

示
に
ょ
る
。

〔付
記
〕

本
稿

の
概
要
は
、

『
中
外

日
報

』

の
昭
和

五
十
八
年

八
月
五
日

・
八

日
号
に

「
知
恩
院

『
廿
七
世
』
燈
誉
は

一
日
住
職
」
と
題

し
て
発
表
し

た
。
宗
教
新
聞
と

い
う
こ
と

で
購

読
者
が
限
定
さ
れ
、
ま
た
編
集
者
が

面
白

お
か
し
く
見
出
し
を
付
け
た
た
め
に
誤
解
を

招

く

お

そ

れ

が
あ

り
、
論
文

の
体

裁
を
と
る
こ
と
が
許

さ
れ
な
か

っ
た

の
で
、
こ
こ
に
改

め
て
典
拠
等
を
明
示
し
、
詳
論
し
た
。

＼


